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国民健康保険税・税率等改定 

  

国民健康保険(国保)は､国民皆保険制度の最後の砦として社会保障の根幹を担って

おり､将来にわたる安定的な制度運営が求められている｡しかしながら、急速な高齢化

の進展や低所得者の増加、他の制度と比べ被保険者の年齢構成が高く医療費水準が高

い、所得に占める保険税負担が重いといった構造的な課題を抱え、国保の財政は脆弱

化が進んでいる。こうした問題を解決するため、平成 30年度から新たに都道府県がと

もに保険者となり、財政運営の責任主体となる等の大改革が行われているところだが、

今後も医療の高度化による医療費の増加や、いわゆる団塊の世代の方々の後期高齢者

医療制度への移行、社会保険適用拡大に伴う被保険者の減少により、国保制度運営は

困難な状況が続くことが見込まれる。加えて、国は保険料水準の都道府県内での統一

を目指しており、都においては令和 6 年度より医療費指数の納付金への反映を段階的

に引き下げることとしていることから、医療費の抑制が図られている本市は、納付金

の負担が増えることが想定される。そのため、制度運営について不断の努力を行い、

国保制度を持続可能なものへとしていくことが必要である。 

本市においては、令和 4 年度決算で 4 億 5 千万円の赤字財政補填である一般会計か

らの繰入を実施することで､収支を保っている状況下、現在、令和 6年度の予算編成時

期を迎え､保険給付に要する費用、及びその財源について積算しているところである｡ 

 

【改定の要因】 

  

1. 診療報酬が 0.88%改定される。 

2. 介護報酬が 1.59%改定される。 

3. 高齢化と社会経済情勢の影響により、被保険者数が減少している｡ 

4. 令和 6 年度の税制改正において、課税限度額の引き上げ及び軽減判定所得の見

直しが予定されている｡ 

 

原則としては、これら改定要因を踏まえ､国保制度改正への適切な対応と財源不足額

の確保を目的とした国保税率等の改定について検討し､国保財政の健全化を図る必要

があると考える｡ 

  

【検討を要する事項について】 

１．財源不足について 

≪医療分≫ 

東京都は、都内全域の令和 6 年度保険給付費に要する費用を、約 8,096 億円と

見込んでいる。これに、国からの公費等を加味すると、都全体の納付金算定基礎

額は約 3,253億円となる。所得水準と被保険者数、医療費水準を加味し、さらに

納付金ベースの統一に向けた緩和措置等を反映した結果、東久留米市が都に納め

るべき国民健康保険事業費納付金（医療分）は、約 25億 3,299万円となった。 
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東久留米市の令和 6 年度の国保税収の見込み等を勘案した結果、約 6 億 9,784

万円の財源不足が見込まれる。 

 

≪後期高齢者支援金分≫ 

東京都は、都内全域の令和 6年度後期高齢者支援金に要する費用を、約 1,759億

円と見込んでいる。これに、国からの公費等を加味すると、都全体の納付金算定

基礎額は約 1,033億円となる。所得水準と被保険者数を加味した結果、東久留米

市が都に納めるべき国民健康保険事業費納付金（後期高齢者支援金分）は、約 8

億 5,736万円となった。 

東久留米市の令和 6 年度の国保税収の見込み等を勘案した結果、約 1 億 6,687

万円の財源不足が見込まれる。 

 

≪介護納付金分≫ 

東京都は、都内全域の令和 6 年度介護納付金に要する費用を、約 656 億円と見

込んでいる。これに、国からの公費等を加味すると、都全体の納付金算定基礎額

は約 376億円となる。所得水準と被保険者数を加味した結果、東久留米市が都に

納めるべき国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）は、約 3億 1,224万円と

なった。 

東久留米市の令和 6 年度の国保税収の見込み等を勘案した結果、約 4,011 万円

の財源不足が見込まれる。 

 

参考資料：別添１「令和 6年度財源不足額の見込み」 

 

 

２．令和 6年度税制改正等について 

①国保税課税限度額の引き上げ 

課税限度額は、令和6年度から後期高齢者支援金分を24万円に引き上げ、世

帯の課税限度額は106万円となる予定である。 

②軽減判定所得の見直し 

低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定

所得について、物価上昇の影響を踏まえ、所要の見直しを行う予定である。 

具体的には、5割軽減において、被保険者一人あたりの加算額を29万円から

29.5万円に見直し、2割軽減では被保険者一人あたりの加算額を53.5万円か

ら54.5万円に見直す。 

 

 

参考資料：別添２「令和6年度税制改正等に伴う影響試算」 
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【検討事項を踏まえての提案】 

令和 6 年度は「国民健康保険事業費納付金（医療分・後期支援分・介護分）」の

支払いに要する費用の不足額が約 9億 400万円と見込まれる。この不足額からイン

センティブ獲得見込の約 1億 6,500万円を控除し、結果、不足額約 7億 3,900万円

について検討を行った。 

財源不足額については、国保税で賦課することが本来であるが、そのすべてを賦

課すると加入者に対し多大な負担になることから、例年、社会経済情勢を鑑みなが

ら引き上げ幅の抑制策などを取り入れて対応している。 

一方、国民健康保険は、被保険者の支え合いによる相互扶助の理念に基づいた制

度であり、国保財政の独立採算制を確保するため、国や都においては「決算補填等

目的の法定外一般会計繰入」は、解消・削減すべき赤字と定義し、保険者は赤字繰

入の解消に努めることが求められている。 

これらのことを踏まえ、国保事業運営基金等を活用しながら、国保財政の見通し

や社会情勢等も鑑みつつ、決算補填等目的の法定外一般会計繰入について、国保財

政健全化計画を定め、毎年度計画的に削減していくこととしている。 

昨年度においては、新型コロナウイルス感染症による影響に加え原材料価格や燃

料費の高騰による物価上昇を鑑み、税制改正の影響のみに留め、その他の税率等に

ついては、令和 4年度と同じものとして据え置くこととした。 

現在も、物価の上昇に賃金の上昇が追い付かない状況が続いており、依然先行き

が不透明な状況にある。一方で、納付金の支払いに要する費用の不足額は被保険者

数の減少等の要因により、昨年度に比べて大幅に増加しており、このままでは国民

健康保険制度そのものが維持できないことから、被保険者の急激な負担増とならな

いよう年度間の平準化を図りながら、国保財政健全化を進めていく必要がある。 

こうした状況を勘案した結果、令和 6年度税率等改定については、地方税法等の

改正に合わせた課税限度額の引き上げと軽減判定所得の見直しを含み、医療分・後

期支援分・介護分を合わせて約 7,800万円の改定を行ったうえで、その他一般会計

繰入金（赤字繰入）のうち、国保事業費納付金の財源補てんに約 5 億 6,100 万円、

また、国民健康保険事業運営基金から 1億円を投入するなどにより対応する改定案

を提案する。（次ページ表中太枠線内「約 7,800万円」） 

本改定案では、赤字繰入の額が昨年度に比べて増加することとなるが、税率改定

に伴う被保険者の急激な負担増を回避するためにやむを得ないものと考える。 

なお、東久留米市国民健康保険高額療養費等資金貸付基金条例の廃止により、基

金残高である約 445万円を一般会計に繰り入れる見込みであることから、当該金額

は赤字繰入額の負担を間接的に軽減していると考えることができる。 

 

将来に渡る制度維持のためには、保健事業による医療費の適正化、収納率の向上

対策の取り組みを実施していくとともに、税率等改定は避けられず、今後も、赤字

繰入の解消に向けた取り組みを進め、短期・中長期双方向の総合的な視点から検討

をしていく考えである。 
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＊国保税改定による一人あたり引き上げ額等（現状での概算） 

 

これにより 1人あたり年平均約 3,053円の増額が見込まれる。 

なお、今回の国保税率等の改定案に基づく一般会計からの赤字繰入額（その他一

般会計繰入金）は、保険税抑制分として約 5 億 6,100 万円、解消・削減すべき赤字

以外の赤字分として約 1 億 1,200 万円の計約 6 億 7,300 万円であり、前年度と比較

して約 8,400万円の増となっている。 

  

参考資料：別添３「令和 6年度国保税改定試算表」 

別添４「令和 6年度国保税所得階層別試算表」 

別添５「国保税額計算例」 

 

  国保は、加入者に高齢者が多いことや低所得層が多いこと、また社会保険の適用

拡大による被保険者数の減少など構造的な課題を抱え、財政運営は大変厳しい状況

にあり、今後も、被保険者の高齢化の進展や医療技術の進歩等により医療費の増加

が見込まれる。 

ついては、検討事項を踏まえた案を以って実施するとともに、決算補填等目的の法

定外一般繰入の削減については、国保財政健全化計画の推進に十分留意した上で、将

来にわたり国民健康保険制度を維持し、加入者の健康の保持・増進に寄与できるよ

う、国の動向も注視しながら、財政運営の責任主体である東京都と共に安定的な事業

運営を進める一方で、東京都市長会や東京都国民健康保険協議会等の場を活用し、国

に対し、新たな仕組みづくりや財政支援について検討するよう積極的に働きかけて

いきたい。 

  また、被保険者の国保税への負担感に配慮しつつ、広報や窓口対応等において、

複雑な国保制度の仕組みについて丁寧な説明を重ね、理解が得られるように努めて

いく。 

 

福祉保健部保険年金課 

令和 6 年 1 月 18 日 

税 改 定 額 そ の 他 繰 入 金 一人あたりの引き上げ額 

改定なし ７億６６５６万３千円  

制度改正等 ７億５９５１万９千円 １１０円 

約７８００万円 ６億７３１８万８千円 ３，０５３円 

約１億円 ６億４７３９万８千円 ３，９２０円 

都標準保険料率  ４０，５７５円 


